
24 時間以内に勾留か釈放か判

断する。裁判官が認めれば勾留

は最大２０日可能。 

 

 

 

 

 

 

 

ⒸSaveぐんま 

（2024.8.31現在） 

被害者の事情聴取・再現見分・供述調書作成 

証拠品の提出  

被害時の衣類等、スマホでのトーク記録 

・実況見分の立ち合い 

・防犯カメラ映像確認 

・参考人聴取、供述調書作成 

※逮捕の場合、４８時間以内に送致 

任意捜査（在宅）の場合は時間制限なし 

 

・被害届：被害の事実を届けること 

・告訴:被害者等が警察等に被害事実を申告

し、犯人の処罰を求めること 

受理した以上、警察は速やかに捜査をして

事件を検察に送致する義務がある 

刑事手続きの流れ 犯人の処罰を求める場合 

 

被

害 

犯

罪

の

発

生 

被

害

届 

・ 

告

訴 

捜

査

の

開

始 

 

検

察

庁

へ 

事

件

の

送

致 

 

相

談 

犯
人
（被
疑
者
）の
特
定 

勾

留 

身

柄

付

送

致 

捜査のきっかけ（端緒） 

※被害届の受理不受理は警察の任意 

 

 

 

 

被疑者 

事情聴取 

供述調書作成  

証拠品の押収等 

 

被疑者に逃亡や証拠を隠滅

する恐れがある場合は逮捕 

 

事情聴取 

供述調書の作成 

 

 

不
起
訴 

起 

訴 

公
判
請
求 

議決 

・不起訴相当 

・不起訴不当 

・起訴相当 

検
察
審
査
会
申
し
立
て 

公
判(

裁
判) 

（
捜
査
書
類
を
送
る
） 

書
類
送
致 

 

在

宅 

 

任
意
捜
査 

  

逮

捕 

罰
金
（
釈
放
） 

検

察

庁

で

の

捜

査 

 

略
式
起
訴 

 

事

件

処

理 

 

被疑者と被害者の間

での示談交渉の可能

性がある 

被

害

者

出

頭 

被

疑

者

取

調

べ 


